
議案第１号 

 

  令和７年度久万高原町一般会計補正予算（専決第４号）の専決処分 

について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を

求める。 

 

 

  令和８年１月２６日 提出 

 

 

久万高原町長  河 野 忠 康   

 

 

記 

 

１ 令和７年度久万高原町一般会計補正予算（専決第４号） （別紙） 

 



（別紙） 

 

専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記のとおり専決処分する。 

 

 

令和８年１月１９日 専決 

 

 

久万高原町長  河 野 忠 康   

 

 

記 

 

１ 令和７年度久万高原町一般会計補正予算（専決第４号） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   上 浮 穴 郡 久 万 高 原 町 

令和７年度 

久万高原町一般会計補正予算 



 

令和７年度久万高原町一般会計補正予算（専決第４号） 

 

令和７年度久万高原町の一般会計の補正予算（専決第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１，３３８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，８６８，２６７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年１月１９日 専決 

 

久万高原町長  河 野 忠 康 

 



第 １ 表　 歳 入 歳 出 予 算 補 正

  歳　入

-

委 　 託 　 金

　合　　　　　　計

16

3

（単位:千円）

款 項

県 支 出 金

歳　　　　　入　　

1-

566,399

41,209

9,846,929

 補 正 前 の 額  

21,338

21,338

21,338

 補 正 額  

587,737

62,547

9,868,267

計



Ⅰ　歳 入 歳 出 補  正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳　　　　入)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2 --

１  総　　　括

令和７年度久万高原町一般会計補正予算に関する説明書

町 　 　 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

町 　 　 債

款

871,496

371,760

300

3,000

2,500

10,000

175,000

15,000

7,000

1,800

4,725,392

1,000

55,271

155,785

841,283

566,399

34,498

84,500

869,302

314,108

151,535

590,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,338

0

0

0

0

0

0

871,496

371,760

300

3,000

2,500

10,000

175,000

15,000

7,000

1,800

4,725,392

1,000

55,271

155,785

841,283

587,737

34,498

84,500

869,302

314,108

151,535

590,000

 補 正 前 の 額   補 正 額  計

（単位:千円）



(歳　　　　出)

-

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

14

3-

款

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

予 備 費

　 歳 出 合 計 　

80,767

1,714,598

2,031,741

1,057,524

1,188,496

296,588

734,925

477,295

1,042,913

192,128

1,019,954

10,000

9,846,929

0

21,338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,338

80,767

1,735,936

2,031,741

1,057,524

1,188,496

296,588

734,925

477,295

1,042,913

192,128

1,019,954

10,000

9,868,267

 補正前の額  補 正 額   計 

 補 正 額 の 財 源 内 訳  

 特 定 財 源  
 一 般 財 源  

 国県支出金  地 方 債   そ の 他  

21,338

21,338

（単位:千円）



4 --

２　歳　　　入
16款  県支出金   ３項  委　託　金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　          分 金　       額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 総務費委託金 38,852 21,338 60,190  5. 選挙費委託金 21,338 衆議院議員総選挙費委託金　　　　　　　　　　　　　21,238

最高裁判所裁判官国民審査委託金　　　　　　　　　　　 100

計 41,209 21,338 62,547

歳入合計 9,846,929 21,338 9,868,267


